
第１回太良町議会（定例会第１回）

令和６年３月４日～３月１４日
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令和６年第１回太良町議会（定例会第１回）

会期（案）

会 期 １１日間（３月４日～３月１４日）

日 次 月 日 曜 種 別 開会時刻 摘 要

第 1 日 ３. ４ 月 本 会 議 ９時３０分

開会・会議録署名議員の指名

会期の決定・諸般の報告

議案一括上程

町長の施政方針及び提案理由の説明

委員長報告

第 ２ 日 ３. ５ 火 （ 議 案 調 査 ）

第 ３ 日 ３. ６ 水 本 会 議 ９時３０分 一 般 質 問

第 ４ 日 ３. ７ 木 （ 議 案 調 査 ）

第 ５ 日 ３. ８ 金 （ 議 案 調 査 ）

第 ６ 日 ３. ９ 土 休 会 －

第 ７ 日 ３.１０ 日 休 会 －

第 ８ 日 ３.１１ 月 本 会 議 ９時３０分 議案審議・討論・採決

第 ９ 日 ３.１２ 火 （ 議 案 調 査 ）

第１０日 ３.１３ 水 本 会 議 ９時３０分 議案審議

第１１日 ３.１４ 木 本 会 議 ９時３０分 議案審議・討論・採決・閉会
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令和６年第１回太良町議会（定例会第１回）

議事日程第１号

第１日目 ３月４日（月） 午前９時３０分開議

日 程 件 名

日程第 １ 会議録署名議員の指名について

日程第 ２ 会期の決定について

日程第 ３ 諸般の報告について

日程第 ４ 議案一括上程

町長提案 議案第 １号 ～ 議案第２３号

町長の施政方針および提案理由の説明

日程第 ５ 委員長報告

総務常任委員会（行政視察）

経済建設常任委員会（行政視察）
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提 出 議 案 目 録

議案第 １号 専決処分事項の承認を求めることについて

議案第 ２号 専決処分事項の承認を求めることについて

議案第 ３号 太良町漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 ４号 太良町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 ５号 太良町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 ６号 太良町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定について

議案第 ７号 教育委員会委員の任命について

議案第 ８号 太良町農林漁業振興資金の融通に伴う事業の指定及び融資額の限度について

議案第 ９号 町道の路線の変更について

議案第１０号 令和５年度 道路メンテナンス事業 豊足橋架替工事の請負変更契約の締

結について

議案第１１号 令和５年度太良町一般会計補正予算（第９号）について

議案第１２号 令和５年度太良町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について

議案第１３号 令和５年度太良町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について

議案第１４号 令和５年度太良町漁業集落排水特別会計補正予算（第４号）について

議案第１５号 令和５年度太良町簡易水道事業会計補正予算（第４号）について

議案第１６号 令和５年度太良町水道事業会計補正予算（第４号）について

議案第１７号 令和６年度太良町一般会計予算について

議案第１８号 令和６年度太良町後期高齢者医療特別会計予算について

議案第１９号 令和６年度太良町国民健康保険特別会計予算について

議案第２０号 令和６年度太良町漁業集落排水事業会計予算について

議案第２１号 令和６年度太良町簡易水道事業会計予算について
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議案第２２号 令和６年度太良町水道事業会計予算について

議案第２３号 令和６年度町立太良病院事業会計予算について

上記のとおり

令和 ６年 ３月 ４日

太良町長 永 淵 孝 幸
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議 員 派 遣 の 報 告

令和６年３月４日

本議会は、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１２３条の規定により、次のとおり議

員を派遣したので報告する。

１ 自治振興セミナー

（１） 目 的 地方議会議員の政策形成能力、法務能力の向上を図る。

（２） 派遣場所 佐賀市文化会館

（３） 期 間 令和６年１月２９日

（４） 派遣議員 江口議長、川下副議長、大鋸議員、森田議員、山口議員、待永議員、

竹下議員、田川議員、坂口議員

２ 第２６回市町行政講演会

（１） 目 的 地方自治体に携わるものとしての職務遂行に必要な知識および諸情報を

取得して、更なる活性化を図り住民福祉の向上に資する。

（２） 派遣場所 佐賀市文化会館

（３） 期 間 令和６年２月５日

（４） 派遣議員 川下副議長、森田議員、峰議員、待永議員、竹下議員、田川議員、

所賀議員、坂口議員

３ 令和５年度 図書館とまちづくり

（１） 目 的 図書館の現状と課題を学び、町づくり活動の拠点としての図書館のあり方

について考え、地域活性化を図り住民福祉向上に資する。

（２） 派遣場所 滋賀県大津市「全国市町村国際文化研修所」

（３） 期 間 令和６年２月１４日～１６日

（４） 派遣議員 竹下議員
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議案第１号

専決処分事項の承認を求めることについて

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項

の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

議会の承認を求める。

令和６年３月４日提出

太良町長 永 淵 孝 幸

専 決 処 分 書

太良町手数料徴収条例の一部を改正する条例を地方自治法第１７９条第１項

の規定により、別紙のとおり専決処分する。

令和６年３月１日

太良町長 永 淵 孝 幸
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別紙

太良町条例第１号

太良町手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月１日

太良町長 永 淵 孝 幸

太良町手数料徴収条例の一部を改正する条例

太良町手数料徴収条例（平成１２年太良町条例５号）の一部を次のように改正

する。

第２条の表を次のように改正する。

「

（１） 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第１０条第１項、

第１０条の２第１項から第５項まで若しくは第１２６条の規定

に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第１２０条第１項若

しくは第１２６条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製さ

れた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した

書面の交付手数料

１通につき ４５０円

（２） 戸籍法第１０条第１項、第１０条の２第１項から第５項

まで又は第１２６条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関す

る証明書の交付手数料

証明事項１件

につき

３５０円

（３） 戸籍法第１２条の２において準用する同法第１０条第１

項若しくは第１０条の２第１項から第５項までの規定若しくは

同法第１２６条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄

本又は同法第１２０条第１項若しくは第１２６条の規定に基づ

く磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されて

いる事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

１通につき ７５０円

（４） 戸籍法第１２条の２において準用する同法第１０条第１

項若しくは第１０条の２第１項から第５項までの規定又は同法

第１２６条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関す

る証明書の交付手数料

証明事項１件

につき

４５０円
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（５） 戸籍法第４８条第１項（同法第１１７条において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証

明書又は同法第４８条第２項（同法第１１７条において準用す

る場合を含む。）若しくは第１２６条の規定に基づく届書その

他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

１通につき ３５０円（婚

姻、離婚、養

子縁組、養子

離縁又は認知

の届出の受理

について、請

求により法務

省令で定める

様式による上

質紙を用いる

場合にあって

は、１通につ

き１，４００

円）

（６） 戸籍法第４８条第２項（同法第１１７条において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく届書その他町長の受理した書

類の閲覧手数料

書類１件につ

き

３５０円

（７） 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第４条第２

項の規定に基づく犬の登録手数料

１頭につき ３，０００円

（８） 狂犬病予防法第５条第２項の規定に基づく犬の狂犬病予

防注射済票の交付手数料

１頭につき ５５０円

（９） 狂犬病予防法施行令（昭和２８年政令第２３６号）第１

条の２の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

１頭につき １，６００円

（１０） 狂犬病予防法施行令第３条の規定に基づく犬の狂犬病

予防注射済票の再交付手数料

１件につき ３４０円

（１１） 証明手数料 １件につき ３００円

（１２） 印鑑登録証の再交付手数料 １件につき ５００円

（１３） 公簿の閲覧手数料 １件につき ３００円

（１４） 現況証明手数料 １件につき ３００円

（１５） 地籍図写交付手数料 １件につき ３００円

（１６） 地籍集成図写交付手数料 １件につき ７００円

（１７） 地縁団体台帳写しの証明手数料 １件につき ３００円

（１８） 住民票の写し及び戸籍附票の写しの交付手数料 １通につき ３００円

（１９） 住民票の写しの広域交付手数料 １通につき ３００円

（２０） 租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）第

４１条各号又は第４２条第１項に規定する個人の新築又は取得

１件につき １，３００円
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をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであ

ることについての住宅用家屋証明申請手数料

」

を

「

（１） 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第１０条第１項、

第１０条の２第１項から第５項まで若しくは第１２６条の規定

に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第１２０条第１項、

第１２０条の２第１項若しくは第１２６条の規定に基づく戸籍

証明書の交付手数料

１通につき ４５０円

（２） 戸籍法第１０条第１項、第１０条の２第１項から第５項

まで又は第１２６条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関す

る証明書の交付手数料

証明事項１件

につき

３５０円

（３） 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく戸籍電子証

明書提供用識別符号の発行手数料（情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１号）第７条

第１項の規定により同法第６条第１項に規定する電子情報処理

組織を使用する方法（総務省令で定めるものに限る。以下この

項において同じ。）により戸籍電子証明書提供用識別符号の発

行を行う場合（当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第

１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する

方法により行われた場合に限る。）における当該発行及び戸籍

電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求

を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の

事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求

を行う場合における当該発行を除く。）

戸籍電子証明

書提供用識別

符号一件につ

き

４００円

（４） 戸籍法第１２条の２において準用する同法第１０条第１

項若しくは第１０条の２第１項から第５項までの規定若しくは

同法第１２６条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄

本又は同法第１２０条第１項、第１２０条の２第１項若しくは

第１２６条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

１通につき ７５０円

（５） 戸籍法第１２条の２において準用する同法第１０条第１

項若しくは第１０条の２第１項から第５項までの規定又は同法

第１２６条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関す

る証明書の交付手数料

証明事項１件

につき

４５０円
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（６） 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく除籍電子証

明書提供用識別符号の発行手数料（情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する法律第７条第１項の規定により同法第６条

第１項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍

電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合（当該発行に係る

除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子

情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。）に

おける当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係

る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書

が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若

しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行

を除く。）

除籍電子証明

書提供用識別

符号１件につ

き

７００円

（７） 戸籍法第４８条第１項（同法第１１７条において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証

明書、同法第４８条第２項（同法第１１７条において準用する

場合を含む。）若しくは第１２６条の規定に基づく届書その他

町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第

１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書

の交付手数料

１通につき ３５０円（婚

姻、離婚、養

子縁組、養子

離縁又は認知

の届出の受理

について、請

求により法務

省令で定める

様式による上

質紙を用いる

場合にあって

は、１通につ

き１，４００

円）

（８） 戸籍法第４８条第２項（同法第１１７条において準用す

る場合を含む。）の規定に基づく届書その他町長の受理した書

類を閲覧に供する事務又は同法第１２０条の６第１項の規定に

基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届出

等情報の内容

を表示したも

の１件につき

３５０円

（９） 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第４条第２

項の規定に基づく犬の登録手数料

１頭につき ３，０００円

（１０） 狂犬病予防法第５条第２項の規定に基づく犬の狂犬病

予防注射済票の交付手数料

１頭につき ５５０円

（１１） 狂犬病予防法施行令（昭和２８年政令第２３６号）第

１条の２の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

１頭につき １，６００円
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（１２） 狂犬病予防法施行令第３条の規定に基づく犬の狂犬病

予防注射済票の再交付手数料

１件につき ３４０円

（１３） 証明手数料 １件につき ３００円

（１４） 印鑑登録証の再交付手数料 １件につき ５００円

（１５） 公簿の閲覧手数料 １件につき ３００円

（１６） 現況証明手数料 １件につき ３００円

（１７） 地籍図写交付手数料 １件につき ３００円

（１８） 地籍集成図写交付手数料 １件につき ７００円

（１９） 地縁団体台帳写しの証明手数料 １件につき ３００円

（２０） 住民票の写し及び戸籍附票の写しの交付手数料 １通につき ３００円

（２１） 住民票の写しの広域交付手数料 １通につき ３００円

（２２） 租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）第

４１条各号又は第４２条第１項に規定する個人の新築又は取得

をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであ

ることについての住宅用家屋証明申請手数料

１件につき １，３００円

」

に改める。

附 則

この条例は、令和６年３月１日から施行する。
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議案第２号

専決処分事項の承認を求めることについて

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承

認を求める。

令和６年３月４日提出

太良町長 永 淵 孝 幸

専 決 処 分 書

令和５年度太良町一般会計補正予算（第８号）を地方自治法第１７９条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分する。

令和６年１月１７日

太良町長 永 淵 孝 幸
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議案第３号

太良町漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について

太良町漁港管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定したいので、

議会の議決を求める。

令和６年３月４日提出

太良町長 永 淵 孝 幸

太良町漁港管理条例の一部を改正する条例（案）

太良町漁港管理条例（昭和６１年太良町条例第１７号）の一部を次のように

改正する。

第１条、第４条第１項及び第２項中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の

整備等に関する法律」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（提案理由）

漁港漁場整備法の改正に伴い、条例の改正が必要となったため、この案を提

出する。
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議案第４号

太良町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術

管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について

太良町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいの

で、議会の議決を求める。

令和６年３月４日提出

太良町長 永 淵 孝 幸

（提案理由）

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律

の施行により、水道法が改正されたことに伴い条例の一部を改正する

必要が生じたため、この案を提出する。
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別紙

太良町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術

管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例（案）

太良町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例(平成２４年太良町条例第２２号)の一部を次のよう

に改正する。

第４条第１項第４号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に

改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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議案第５号

太良町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

太良町水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいの

で、議会の議決を求める。

令和６年３月４日提出

太良町長 永 淵 孝 幸

（提案理由）

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律

の施行により、水道法が改正されたことに伴い条例の一部を改正する

必要が生じたため、この案を提出する。
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別紙

太良町水道事業給水条例の一部を改正する条例（案）

太良町水道事業給水条例(平成１０年太良町条例第１３号)の一部を次のよう

に改正する。

第４条第１項第２号、第３９条第２項ただし書及び第４３条第１号中「厚生

労働省令」を「国土交通省令」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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議案第６号

太良町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定について

太良町簡易水道給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいの

で、議会の議決を求める。

令和６年３月４日提出

太良町長 永 淵 孝 幸

（提案理由）

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律

の施行により、水道法が改正されたことに伴い条例の一部を改正する

必要が生じたため、この案を提出する。
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別紙

太良町簡易水道給水条例の一部を改正する条例（案）

太良町簡易水道給水条例(平成１０年太良町条例第１４号)の一部を次のよう

に改正する。

第４条第１項第２号、第３９条第２項ただし書及び第４３条第１号中「厚生

労働省令」を「国土交通省令」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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議案第７号

教育委員会委員の任命について

下記の者を太良町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定に基

づき、議会の同意を求める。

令和６年３月４日提出

太良町長 永 淵 孝 幸

記

氏 名 岩 島 良 人

（提案理由）

令和６年３月２４日をもって任期が満了する岩島良人氏を、引き続き任命す

ることについて同意を得たいので、この案を提出する。
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議案第８号

太良町農林漁業振興資金の融通に伴う事業の指定及び

融資額の限度について

太良町農林漁業振興資金の融通に伴う事業の指定及び融資の限度額を次のと

おり定めることについて、太良町農林漁業振興資金融通に伴う利子補給及び損

失補償条例（平成１３年太良町条例第１５号）第２条及び第３条の規定により議

会の議決を求める。

令和６年３月４日提出

太良町長 永 淵 孝 幸

１．事業の指定 園芸作物経営資金・畜産経営資金・海苔養殖資金・家畜伝

染病対策資金

２．融資の限度額

融資の種目 金 融 機 関 名 限 度 額

指定事業資金 佐賀県農業協同組合 ８０,０００,０００円

（提案理由）

農林漁業の振興と経営安定に資することを目的として、園芸作物経営、畜産経

営、海苔養殖及び家畜伝染病対策を事業として指定し、資金の融資限度額を定め

る必要があるため、この案を提出する。
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議案第９号

町道の路線の変更について

次の町道の路線を変更したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１

０条第３項の規定により、議会の議決を求める。

令和６年３月４日提出

太良町長 永 淵 孝 幸

記

路線

番号
路線名

区

分
起点 終点 延長 幅員

１２ 中古賀線

旧

太良町大字伊福字

椎木坂甲 1981 番地

先

太良町大字伊福

字中古賀甲 1775

番 2 地先

1,309.9

ｍ

2.50ｍ

～

10.70ｍ

新

太良町大字伊福字

椎木坂甲 1981 番地

先

太良町大字伊福

字中古賀甲 1783

番地先

1,204.5

ｍ

2.70ｍ

～

14.50ｍ

（提案理由）

町道の路線を変更したいので、この案を提出する。
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議案第１０号

令和５年度 道路メンテナンス事業 豊足橋架替工事の

請負変更契約の締結について

令和５年度 道路メンテナンス事業 豊足橋架替工事の請負変更契約を下記

により締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（昭和３９年太良町条例第１５号）第２条の規定により、議会の議決

を求める。

令和６年３月４日提出

太良町長 永 淵 孝 幸

記

１ 工 事 名 令和５年度 道路メンテナンス事業 豊足橋架替工事

２ 請 負 金 額 金５７,２００,０００円

３ 契約の方 法 指名競争入札

４ 契約の相手方 住所 太良町大字大浦丙９２５番地７

氏名 株式会社川武潜水興業

代表取締役 川下淑子

５ 契約の期間 当初 令和５年８月１５日から令和６年３月１９日まで

変更 令和５年８月１５日から令和６年７月３１日まで

（提案理由）

令和５年度 道路メンテナンス事業 豊足橋架替工事について、請負変更契

約を締結するにあたり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例の規定により、この案を提出する。
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日 程 件 名

追加日程第 １ 議案上程

町長提案 議案第２４号

町長の提案理由の説明

追加日程第 ２ 議案第２４号 令和６年度太良町一般会計補正予算（第１号）について
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追 加 提 出 議 案 目 録

議案第２４号 令和６年度太良町一般会計補正予算（第１号）について

上記のとおり

令和６年３月１４日

太良町長 永 淵 孝 幸
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